
 

 

茨木市軽度難聴児補聴器購入等費用補助要綱 

 

 

 （目的） 

第１ この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成17年法律第123号。第５第１号において「障害者総合支援法」という。）第

76条第１項に規定する補装具費の支給（第２第１項第２号において「補装具費の支

給」という。）及び大阪府難聴児補聴器交付事業実施要綱（昭和50年４月１日適

用）による補聴器の交付（第２第１項第２号において「大阪府要綱による補聴器の

交付」という。）の対象とならない軽度の難聴児の補聴器の購入並びに修理及び部

品の交換（以下「購入等」という。）に対し、市が補助金を交付することにより、

軽度の難聴児の言語及び生活適応訓練を促進し、もって福祉の増進を図ることを目

的とする。 

 （補助対象者） 

第２ 補助の対象となる者は、住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）に基づき本市

の住民基本台帳に記録されている申請日現在において18歳未満の者であって、次の

各号のいずれにも該当するものとする（第３号に掲げる者にあっては、購入に係る

補助金の交付を受ける場合に限る。）。 

(1) 当該者の保護者（児童福祉法（昭和22年法律第164号）第６条に規定する保護

者をいう。次項及び別表において「保護者」という。）が住民基本台帳法に基づ

き本市の住民基本台帳に記録されている者 

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上の者（補装具費の支給及び大阪府要綱よる

補聴器の交付の対象となる者を除く。） 

(3) この要綱による補助金（購入に係るものに限る。）の交付を受けた場合にあっ

ては、片方の耳ごとに、第６に規定する交付決定を受けた日から５年以上を経過

した者 

 （補助対象経費） 

第３ 補助の対象となる経費は、耳かけ型、ポケット型及び耳穴型の補聴器の本体及

び附属品の購入等に要する経費とする。ただし、附属品のみの購入は補助の対象と

しない。 

（補助金額） 

第４ 補助額は、別表に定めるとおりとする。 

（補助金の交付申請） 

第５ 補助金の交付を受けようとする保護者は、補聴器の購入等をする前に茨木市軽

度難聴児補聴器購入等費用補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添



 

 

えて市長に申請しなければならない。 

(1) 障害者総合支援法第54条第２項に規定する指定自立支援医療機関及び身体障害

者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第１項の規定する都道府県知事が定め

た耳鼻咽喉科の医師が、交付対象者の聴力検査をもとに作成した茨木市軽度難聴

児補聴器購入等費用補助金交付意見書（様式第２号）。ただし、補聴器の修理又

は部品の交換に係る費用の補助を受けようとするときは、当該意見書の添付を省

略することができる。 

(2) 補聴器の購入等に係る見積書 

(3) 申請者の属する世帯全員の生活保護受給者証（申請者が生活保護法(昭和25年

法律第144号)第６条第１項に規定する被保護者の場合に限る。） 

（交付決定等） 

第６ 市長は、第５の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であ

ると認めたものについて予算の範囲内において補助額を決定し、申請者に対し茨木

市軽度難聴児補聴器購入等費用補助金交付決定通知書（様式第３号）により通知し、

補聴器購入等費用補助券（様式第４号。第７及び第８において「補助券」とい

う。）を交付するものとする。 

２ 市長は、前項の審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、

茨木市軽度難聴児補聴器購入等費用補助金不交付決定通知書（様式第５号）により

申請者に通知するものとする。 

（補聴器の購入等） 

第７ 第６第１項の規定により補助券を受けた申請者は、補聴器の購入等をする際に

第５第２号に掲げる見積書を作成した補聴器の販売等を行うもの（第８において

「補聴器業者」という。）に補助券を提出し、補助券に記載されている自己負担額

を支払わなければならない。 

（交付額の請求） 

第８ 補助券の提出を受けた補聴器業者は、茨木市軽度難聴児補聴器購入等費用補助

金交付額請求書（様式第６号）に補助券を添えて市長に提出し、当該補助券に記載

された交付額を請求しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求を受け付け、審査の上、適当と認めたときは、当

該請求者に交付額を支払うものとする。 

 （検査料の交付） 

第９ 第５第１号に規定する検査の検査料（初・再診料を含む。）の交付を希望する

者（ただし、他制度により検査料の助成を受けている場合を除く。）は、茨木市軽

度難聴児補聴器購入等費用補助検査料交付申請書兼請求書（様式第７号）に検

査を受けた当該検査日の当日の医療機関の領収書を添えて、市長に申請しなければ

ならない。 



 

 

２ 前項の申請は、第５の規定による補助金の交付申請と合わせて行わなければなら

ない。 

３ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認め

るときは、茨木市軽度難聴児補聴器購入等費用補助検査料交付決定通知書（様式第

８号）により当該申請をした者に通知するとともに、5,000円を限度として当該申

請をした者が負担した検査料を支払うものとする。ただし、第６第２項の規定によ

り補助金を不交付とする場合は、検査料の交付決定を行わない。 

４ 市長は、第１項の規定による申請が適当でないと認めるとき及び前項ただし書に

該当するときは、茨木市軽度難聴児補聴器購入等費用補助検査料交付申請却下通知

書（様式第９号）により申請者にその旨を通知するものとする。 

（譲渡等の禁止） 

第10 当該補助金により購入等した補聴器は、他人に譲渡する等により交付対象者以

外の者が使用してはならない。 

  （補助の取消し等） 

第11 市長は、補助金の交付を受ける者あるいは受けた者が次の各号のいずれかに該

当するときは、補助金を交付せず、若しくは減額し、又は全部若しくは一部を返還

させることができる。 

 (1) この要綱に違反したとき。 

 (2) 虚偽その他不正な行為により補助を受け、又は受けようとしたとき。 

 (3) その他市長が不適当と認めたとき。 

  （市長の指示） 

第12 市長は、補助金の使用について、必要な指示をすることができる。 

（その他） 

第13 この要綱に定めるもののほか、軽度難聴児補聴器購入等費用補助金の交付につ

いて必要な事項は、市長が別に定める。 

 

 

附 則 

この要綱は、平成28年４月１日から実施する。 

  附 則 

この要綱は、平成30年４月１日から実施する。 

  附 則 

この要綱は、令和元年５月１日から実施する。 

  附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は、令和元年10月２日から実施し、令和元年10月１日から適用する。



 

 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の別表の規定は、令和元年10月１日以後の申請に係る補助

金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。 

（実施期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から実施する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の別表の規定は、令和７年４月１日以後の申請に係る補助

金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。 

３ この要綱の実施の際、この要綱による改正前の要綱によって定められていた様式

による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨

げない。 

 

 

別表 

交付区分 交付基礎額 交付額 

補聴器の購入 １台（片方の

耳）につき49,184

円。ただし、イヤ

ーモールドが附属

する場合において

は、59,254円 

１台（片方の耳）につき、次に掲げる区

分に応じ、それぞれに定める額とする。 

１ 保護者の属する世帯が生活保護世帯の

場合 (1)又は(2)のいずれか少ない額 

(1) 交付基礎額 

(2) 補聴器の購入に要した額（消費税額

を含む。以下この表において「購入費

用」という。） 

２ 保護者の属する世帯が生活保護世帯以

外の場合 (1)又は(2)のいずれか低い額 

(1) 交付基礎額から保護者負担額（交付

基礎額に３分の１を乗じて得た額（そ 

の額に100円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てた額））を差し引

いた額 

(2) 購入費用から保護者負担額（購入費

用に３分の１を乗じて得た額（その額

に100円未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てた額））を差し引いた額 



 

 

補聴器の修理又は

部品の交換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１台（片方の

耳）につき「補装

具の種目、購入又

は修理に要する費

用の額の算定等に

関する基準（平成

18年９月29日厚生

労働省告示528号）

に準じた額又は

33,496円のいずれ

か少ない額 

１台（片方の耳）につき、次に掲げる区

分に応じ、それぞれに定める額とする。 

１ 保護者の属する世帯が生活保護世帯の

場合 (1)又は(2)のいずれか少ない額 

(1) 交付基礎額 

(2) 補聴器の修理又は部品の交換に要し

た額（消費税額含む。以下この表にお

いて「修理等費用」という。） 

２ 保護者の属する世帯が生活保護世帯以

外の場合 (1)又は(2)のいずれか少ない

額 

(1) 交付基礎額から保護者負担額（交付

基礎額に３分の１を乗じて得た額（そ

の額に100円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てた額））を差し引

いた額 

(2) 修理等費用から保護者負担額（修 

理等費用に３分の１を乗じて得た額

（その額に100円未満の端数がある 

ときは、これを切り捨てた額））を差し

引いた額 

 



様式第１号（第５関係） 

茨木市軽度難聴児補聴器購入等費用補助金交付申請書 

                                   年  月  日

（申請先）茨木市長 

                

申請者（保護者）（住 所）〒                            

 

          （電話番号）                            

     

          （保護者氏名）            ㊞ （児童との続柄）     

                         （生年月日） 

             （児童氏名)                年  月  日(   才) 

                    ※年齢は申請書提出日現在で記載してください。 

 茨木市軽度難聴児補聴器購入等費用補助金の交付を次のとおり申請します。 

 また、茨木市軽度難聴児補聴器購入等費用補助金の審査のために必要があるときは、私及び

私の属する世帯全員の住民記録及び課税状況について、茨木市長が住民基本台帳及び課税台帳

で確認することに同意します。 

※該当する□欄に✓をしてください。 

 

見積額及び台数               円 □１台（片耳） □２台（両耳） 

 

申請要件 

 

補聴器の 

種類等 

購入 

補聴器の種類 装 着 箇 所 

□耳かけ型  □ポケット型 

□耳穴型 
□右耳   □左耳   □両耳 

修理・交換を行う部位  

対象児童 

□両耳が 30デシベル以上です。 

□障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の補装具の支

給対象ではありません。 

□大阪府難聴児補聴器交付事業の対象ではありません。 

□申請日現在において、１８歳未満です。 

補聴器の 

交付実績 

□これまで本補助金の交付を受けたことがありません。   

□過去に本補助金の交付を受けたことがありますが、前回の交付決定日から５

年以上を経過しています。（前回の交付決定日（    年  月  日）） 

申請区分 □生活保護世帯 □生活保護世帯以外 

補聴器見積業者名 
 

添付書類 

□茨木市軽度難聴児補聴器購入等費用補助金交付意見書（様式第２号） 

（修理又は部品の交換の場合には省略可能） 

□補聴器の購入等に係る見積書 

□世帯全員の市町村民税課税証明書（課税台帳で確認できる場合は省略可能） 

□生活保護受給者証（申請者が生活保護法による被保護者の場合に限る。） 



様式第２号（第５関係） 

 

茨木市軽度難聴児補聴器購入等費用補助金交付意見書 

 

児童の 

氏名等 

住 所 
 

 

氏 名  生年月日   年  月  日（   歳） 

原傷病名 
 

平均聴力 

右耳 
 

デシベル 
左耳 

 

デシベル 

※茨木市軽度難聴児補聴器購入等費用補助金の交付条件：両耳の聴力レベルが 30デ

シベル以上 60デシベル未満で身体障害者手帳及び大阪府難聴児補聴器交付事業の対

象とならない難聴児です。 

障害の 

状況等 

 

 

聴力検査 

聴力検査実施日      年  月  日 補聴器の処方 

オ
ー
ジ
オ
グ
ラ
ム 

  オージオメーターの形式                

   

□耳かけ型 

  □右耳 □左耳 □両耳 

□ポケット型 

  □右耳 □左耳 □両耳 

□耳穴型 

□右耳 □左耳 □両耳 

イヤーモールドの処方 

□必要 □不要 

検査日（この診断書記載に必

要な検査日） 

  年  月  日 

そ
の
他
検
査 

※オージオグラムによる検査が不可能な場合は、その理由との方法(ABR等)を記載

し、検査結果表を添付してください。（上記の３（平均聴力）及び４（障害状況

等）は記載してください。） 

（検査方法） （理由） 

※この意見書の作成は次のいずれかの医師です。（該当する□欄に✓をしてください。） 

□障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第54条第２項の指定自立支援医

療機関の医師 

□身体障害者福祉法第15条第１項の指定を受けた耳鼻咽喉科の医師 

上記のとおり意見する。 

      年  月  日   

            所在地 

  医療機関名 

       医師氏名                       ㊞  



様式第３号（第６関係）  

 

    茨  第       号 

 

                                  年  月  日 

              様 

 

 

 

                           茨木市長          印  

 

 

 

茨木市軽度難聴児補聴器購入等費用補助金交付決定通知書 

 

 

 

  年  月  日付け申請の茨木市軽度難聴児補聴器購入等費用補助金は、次のとおり

交付します。 

 

 

 

交付番号 第     号 

 

児童氏名 

  

交付する 

補聴器の 

種類等 

 

補聴器 

業者名 
 

         

補聴器業者 

住 所 

  

 

価 格 

 

                      円 

 

自己負担額  交付額 円 

注意事項 

茨木市軽度難聴児補聴器購入等費用補助金は、申請者（保護者）が自己負担額

を直接補聴器業者に支払うことを条件に交付しますので、必ず補聴器を受け取

る際に自己負担額を支払ってください。 

 

 

 

 

 



様式第４号（第６関係） 

 

補聴器購入等費用補助券 

 

 

交付番号 第     号 交付年月日     年  月  日 

児童氏名  生 年 月 日                年  月  日 

申請者 

（保護者） 

氏 名 

 

 

児童との 

続柄 
 

補聴器の

種類等 
 

補聴器 

業者名 
 

補聴器業者 

住  所 
 

価 格             円 自己負担額               円 

交付額             円 

 

上記のとおり決定する。 

 

         年  月  日 

                   茨木市長           印  

 

申請者記入欄（申請者（保護者）は、この補助金により購入等をした補聴器を受領した際に

記入及び押印してください。） 

受領 
受 領 

年月日 
    年  月  日 

受領者

(保護者) 

氏 名 

㊞ 
児童と

の続柄 
 

 



 
様式第５号（第６関係） 
 
 

茨 第       号  
  年  月  日  

 
 
                 様 
 
 
                        茨木市長         印 
 
 
 

茨木市軽度難聴児補聴器購入等費用補助金不交付決定通知書 
 
 
 
      年  月  日付け申請のありました茨木市軽度難聴児補聴器購入等費用 
補助金は、次の理由により不交付とすることに決定しましたので通知します。 
 
 
 
不交付の理由 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第６号（第８関係） 

    年  月  日 

（請求先）茨木市長 

 

住 所 

法人名 

代表者名                           ㊞ 

 

 

茨木市軽度難聴児補聴器購入等費用補助金交付額請求書 

 

 

茨木市軽度難聴児補聴器購入等費用補助金について、次のとおり請求します。 

   

 

１ 請求金額（交付額）    金          円 

 

２ 添付書類         補聴器購入等費用補助券  

     

    ３ 振込先 

金融機関名 
銀行･農協・信金･信組 

・その他（       ） 
銀行コード         

支店名 
  

支店・支所 
支店コード       

預金種別 普通･当座 
←どちらかに○

をしてください 
口座番号               (７桁右詰) 

振込口座 

名 義 

フ

リ

ガ

ナ 

 

 

漢

字 

  

  

 

（備考） 

１ 茨木市に請求する際は、茨木市が発行した補聴器購入等費用補助券（申請者（保護者）

の受領印を押印されたもの）を添付して請求してください。 

２ 茨木市軽度難聴児補聴器購入等費用補助金の交付について、茨木市からの説明依頼及

び関係書類の提出の依頼があった場合は、速やかに対応してください。 

 

 



 

様式第７号（第９関係） 

 

茨木市軽度難聴児補聴器購入等費用補助検査料交付申請書兼請求書 

 

                            年   月   日 

（あて先）茨木市長  

               申請者（保護者） 

                   住 所              

                   氏 名 

                   支給対象児の氏名 

 

  茨木市軽度難聴児補聴器購入費の支給に係る検査料を次のとおり申請します。 

 

１ 茨木市軽度難聴児補聴器購入費の支給に係る検査料の交付申請 

    検査料交付申請額      金         円 

    （聴力検査に要した費用（初診料又は再診料を含む。）        円） 

 

    聴力検査の検査日        年   月   日 

 

    聴力検査を受けた医療機関名 

 

２ 上記の申請額を請求します。次の口座に振込みを希望します。 

金 融 機 関 
 

 
銀行・信用金庫 

農協・信用組合 

 本店・支店 

本所・支所 

預 金 種 別 
普通・当座・その他 

（     ） 
口 座 番 号  

口 座 番 号 
 

フリガナ  

口 座 名 義 人 
 

 

 

（備考） 

１ 他の制度により検査料の助成を受けている場合は申請できません。 

２ 交付申請額は、検査に要した費用（初診料又は再診料を含む。）と限度額 5,000円を 

比較して、いずれか低い方の額となります。検査に要した費用以外の費用（文書料金等） 

は、申請できません。 

３ 検査日は、茨木市軽度難聴児補聴器購入等費用補助金交付意見書（様式第２号）の医師 

が証明した日のみです。 

 



 

様式第８号（第９関係） 

 

茨木市軽度難聴児補聴器購入等費用補助検査料交付決定通知書 

 

                               茨 第       号  

                                 年   月   日 

 

             様 

 

                           茨木市長          印 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった茨木市軽度難聴児補聴器購入費の支給に係る検

査料について、下記のとおり交付します。 

 

 

記 

 

 

  交付決定額      金         円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第９号（第９関係） 

 

 

茨木市軽度難聴児補聴器購入等費用補助検査料交付申請却下通知書 

 

 

                          茨 第       号  

                            年   月   日 

 

 

        様 

 

                        茨木市長          印 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった茨木市軽度難聴児補聴器購入費の支給に係る検

査料ついては、次の理由により不交付とすることに決定しましたので通知します。 

 

 

記 

 

 

 不交付の理由 

 


